
（要領様式第１号） 

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例に基づく公表 

 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例（平成 20年長野県条例第 16号。以下「条例」という。）に

基づき次のとおり公表し、関係図書を縦覧に供します。 

５上伊地環第 152号  

令和５年（2023年）10月 17日  

長野県上伊那地域振興局長        

１ 公表する内容及び縦覧する関係図書 

根  拠  条  項 内容及び関係図書 公表及び縦覧するもの（○を付す） 

(1) 条例第 33条第１項 事業計画概要書  

(2) 条例第 37条第２項 

(第 37条第５項含む) 

事業計画概要説明会終了報告書 

(勧告に基づくものを含む) 

 

 

(3) 条例第 39条第１項 事業計画書  

(4) 条例第 42条第５項 見解書及び意見書（写）  

(5) 条例第 46条第２項 最終見解書 〇 

(6) 条例第 48条第２項 事業計画廃止届出書  

 

２ 公表する事項 

事    項 内   容(該当する項のみに記載する) 

氏名及び住所 

(法人にあっては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地) 

株式会社ジェー・イー・ピー 

代表取締役 宮澤 純平 

長野県上伊那郡飯島町飯島 243番地１ 

申請の区分（Ⅰ） 産業廃棄物収集運搬業の変更許可 

条

例

第

46

条 

① 廃棄物の処理施設の設置の

場所 
長野県上伊那郡飯島町飯島 120番地 45 

②廃棄物の処理施設の種類 産業廃棄物収集運搬業の積替保管施設 

③処理を行う廃棄物の種類 

〇収集運搬（積替保管を含む。）する産業廃棄物の種類 

 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品

産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム

くず、金属くず（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、ガ

ラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産

業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、がれき

類（石綿含有産業廃棄物を含む。） 

（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー

トくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除く。） 

〇収集運搬（積替保管を除く。）する産業廃棄物の種類 

 燃え殻、汚泥（含水率 85％以下のものに限る。）、廃油、

廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、鉱さい、ばいじん 

 （廃酸、廃アルカリは医療関係機関から排出されるものに

限る。） 

以上いずれも特別管理産業廃棄物を除く。 



④廃棄物の処理施設の処理能力 

産業廃棄物積替保管施設 

面積：220.154㎡ 

保管量の上限：284.28㎥ 

⑤変更の概要(変更許可等の場

合) 

新 旧 

〇収集運搬（積替保管を含

む。）する産業廃棄物の種

類 

 廃プラスチック類（石綿含

有産業廃棄物又は水銀使用

製品産業廃棄物を含

む。）、紙くず、木くず、

繊維くず、ゴムくず、金属

くず（水銀使用製品産業廃

棄物を含む。）、ガラスく

ず・コンクリートくず及び

陶磁器くず（石綿含有産業

廃棄物又は水銀使用製品産

業廃棄物を含む。）、がれ

き類（石綿含有産業廃棄物

を含む。） 

 （廃プラスチック類、金

属くず、ガラスくず・コン

クリートくず及び陶磁器く

ずは自動車等破砕物を除

く。） 

〇収集運搬（積替保管を除

く。）する産業廃棄物の種

類 

 燃え殻、汚泥（含水率

85％以下のものに限

る。）、廃油、廃酸、廃ア

ルカリ、動植物性残さ、鉱

さい、ばいじん 

 （廃酸、廃アルカリは医療

関係機関から排出されるも

のに限る。） 

以上いずれも特別管理産業

廃棄物を除く。 

〇収集運搬（積替保管を除

く。）する産業廃棄物の種

類 

廃プラスチック類（石綿含

有産業廃棄物又は水銀使用

製品産業廃棄物を含

む。）、紙くず、木くず、

繊維くず、ゴムくず、金属

くず（水銀使用製品産業廃

棄物を含む。）、ガラスく

ず・コンクリートくず及び

陶磁器くず（石綿含有産業

廃棄物又は水銀使用製品産

業廃棄物を含む。）、がれ

き類（石綿含有産業廃棄物

を含む。）、燃え殻、汚泥

（含水率 85％以下のもの

に限る。）、廃油、廃酸、

廃アルカリ、動植物性残

さ、鉱さい、ばいじん 

 （廃酸、廃アルカリは医療

関係機関から排出されるも

のに限る。） 

（廃プラスチック類、金属

くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず

は自動車等破砕物を除

く。） 

以上いずれも特別管理産業

廃棄物を除く。 



条

例

第

46

条 

⑩対象周辺地域の範囲 
飯島町本郷区本郷第六自治会 

飯島町飯島区豊岡自治会 

⑪対象関係市町村及び対象関係

住民の範囲 

・飯島町長 

・周辺地域内に住所若しくは居所又は事務所若しくは事業場

を有する者 

・周辺地域内で農業、林業又は漁業を営む者 

⑫事業計画書(見解書)の閲覧場

所、期間及び日時 

（場所）上伊那郡飯島町飯島 243番地１ 

    株式会社ジェー・イー・ピー 

（期間）事業計画協議終了まで 

    （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（時間）午前９時～午後５時 

⑬対象関係住民に対する事業計

画説明会の開催日時及び場所 

（日時）令和５年７月５日（水） 

    午後７時から 

（場所）上伊那郡飯島町本郷 960-６ 

    本六集会所 

関

係

図

書

の

縦

覧 

縦覧に供する場所 長野県上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課 

縦覧期間 
令和５年 10月 18日(水)から令和５年 11月 16日(木)まで 

（土日・祝日その他県の休日を除く。） 

縦覧時間 午前８時 30分～午後５時 

 


